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公演での感染症拡大防止対策について 

 

 

 

◇開催の判断 

   内閣府が示す業種別の感染症対策ガイドライン（舞台芸術公演における新型コロナウイル

ス感染予防対策ガイドライン【担当省庁：文部科学省】、演芸場における新型コロナウイルス

感染拡大予防ガイドライン【担当省庁：厚生労働省】）、各会場（J：COM ホルトホール大分、

ビーコンプラザ）の方針に従って開催に向けて運営を進めて行きます。COVID-19の今後の予

想もつかないことから開催の詳細については、地域の感染状況等を踏まえて対応するべく、

開催 10日前を目途に最終的に柔軟な判断を行うことします。 

また、公演前 2週間以内に学科関係者の感染症陽性者が多く発生した場合は、公演を中止す

ることもあります。 

 

 

 

◇基本的な感染症対策 

〇観客数は座席数の半数以下とします。 

〇県内在住の方を対象とし、完全予約による全席指定制、最前列は空席とします。 

〇出演者は開催 2週間前からの健康管理をし、感染拡大する地域への出入りをしません。 

〇会場では、全員の体温検査、マスク着用、手指消毒、換気の励行します。 

 


